
令和 5年 4月１日 

短期入所・日中一時支援事業 申込みについて 
 

【受付期間】 

 向こう２か月先までの申込みが可能です。 

例）５月 1日～31日までに申込みできる期間は 7月 31日までとなります 

        

 

【連続利用について】 

 原則、連続利用は７日間です。 

※理由によっては延長可能です。受給者証の内容変更が必要になる場合があります。 

 

【予約確定までの流れ】 

申込みから予約確定までは急な利用の場合を除き、一定のお時間をいただきます。 

利用可否については、利用希望日の前月中旬～下旬頃にご連絡いたします。 

状況等によりお断りする場合もございますのでご了承ください。 

 

【予約変更・キャンセル】 

 前日１５：３０までお知らせください。 

 当日のやむを得ない変更・キャンセルについては当日９：００までご連絡お願いします。 

 ※ご連絡がない場合や、締め切り時間を過ぎた場合は、食事代等の実費分を請求させてい

ただくことがあります。 

【受付窓口】 

電話、または来所によりお申込みください。 

総合相談・医療療育連携室 TEL018‐826‐8031（9:00～16：00） 

※土日祝日や受付時間外  TEL018‐826‐2401（代表） 

 

 


